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条    例 

那覇市議会基本条例の一部を改正する条例（議会事務局議事管理課） 

 

那覇市条例第45号  

令和２年10月12日  

公   布   済  

 

 

那覇市議会基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

令和元年度決算に基づく健全化判断比率の公表について（財政課） 

那覇 市告示第 270 号  

令和２年 10 月８日  

掲 示 済  

 

 

令和元年度決算に基づく健全化判断比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和元年

度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７５号   2020（令和２）年11月２日 

 1403 

 

令和２年度那覇市一般会計補正予算(第７号)（財政課） 

那覇市告示第 282 号  

令和２年 10 月 15 日  

掲 示 済  

 

 

令和２年(2020年)９月那覇市議会定例会で議決された令和２年度那覇市一般会

計補正予算(第７号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

令和２年度那覇市一般会計補正予算(第７号) 

 

 

令和２年度那覇市の一般会計の補正予算(第７号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,017,703千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 199,489,017千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
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令和２年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 284 号  

令和２年 10 月 15 日  

掲 示 済  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で議決された令和２年度那覇市国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

令和２年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

令和２年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,860千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,955,431千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）（国民

健康保険課） 

那覇 市告示第 285 号  

令和２年 10 月 15 日  

掲 示 済  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で議決された令和２年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

令和２年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 

令和２年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,762千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,587,962千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度市政功労者の表彰について（秘書広報課） 

 

那覇市告示第 291 号  

令和２年 10 月 23 日  

掲 示 済  

 

 

令和２年度市政功労者の表彰について 

 

 

令和２年度那覇市政功労者の表彰について那覇市政功労者表彰条例第２条第１項

の規定に基づき、次の者を那覇市政功労者として表彰したので、同条例第５条第２

項の規定により公示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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登録番号 460号 

氏   名  大田
お お た

 征夫
い く お

（78歳）   

功績概要  昭和54年の開業から、地域の健康増進・健康管理及び疾病予防に尽力。

また、長年にわたり学校医を務め、学校保健活動を推進し、児童の健康

管理、健康教育並びに疾病予防に努めるとともに、保育園の園医として、

疾病予防やアレルギー疾患への対応など、本市の健康福祉の増進に貢献。 

 

登録番号 461号 

氏   名  太田
お お た

 節子
せ つ こ

（87歳） 

功績概要  昭和49年から42年間にわたり本市小学校及び中学校で、学校薬剤師と

して学校長及び養護教諭との連携を密にし、学校環境衛生の改善に尽力。

また、担当校の学校保健委員会を通して学校環境衛生の重要性を説き、

特に日常検査の大切さを指導助言し、本市の学校保健の発展に貢献。 

 

登録番号 462号 

氏   名  太田
お お た

 敏
とし

勝
かつ

（73歳） 

功績概要  昭和57年から那覇市体育指導委員として、市民の体力の向上、スポー

ツ・レクリエーションの普及・推進に尽力。さらに、昭和54年から長き

にわたり少年補導員として、青少年の非行防止や健全育成のための活動

にも尽力し、本市の青少年の健全育成に貢献。 

 

登録番号 463号 

氏   名  島袋
しまぶくろ

 常榮
じょうえい

（76歳） 

功績概要  壺屋陶器事業協同組合の理事長を12年間務め、組合の発展に尽力する

とともに、壺屋焼の宣伝普及に貢献。また、那覇市制施行90周年記念事

業の一環として設置された壺屋焼巨大シーサーの製作では、理事長とし

て指揮を執るなど、本市の伝統工芸の発展に貢献。 

 

登録番号 464号 

氏   名  髙
たか

良
ら

 政勝
まさかつ

（80歳） 

功績概要  昭和57年から那覇市立壺屋小学校の歯科校医を務め、児童生徒の健康

保持増進に尽力するとともに、歯科保健衛生の啓発に努め、乳幼児歯科

健診等にも協力。また、対馬丸記念会理事長・会長、対馬丸記念館館長

として、戦没者の追悼と遺族の福祉の向上、子どもたちへの平和学習推

進に貢献。 
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登録番号 465号 

氏   名  仲田
な か だ

 幸子
さ ち こ

（87歳） 

功績概要  戦後、15歳で劇団に入団。舞台で観客が湧きかえったことをきっかけ

に、自他ともに喜劇の女王と認める存在として活躍。戦後の激動の時代

にあった沖縄県民に生きる喜びと力を与えるとともに、多くの役者を育

て、沖縄芝居の継承・発展に尽力し、本市の芸能文化の発展に貢献。 

 

登録番号 466号 

氏   名  平山
ひらやま

 良明
りょうめい

（85歳） 

功績概要  高校教諭として生徒に弁論を指導し、県内初を含む教え子を次々に全

国優勝に導き、戦後沖縄の教育界を盛り上げた。また、『沖縄文学全集巻

3・短歌編』を編集し、沖縄短歌界の文化的地位を築くとともに、おもろ

研究会第2代会長として多くの研究者・専門家を育成し、本市の芸術文化

の発展に貢献。 

 

登録番号 467号 

氏   名  山根
や ま ね

 春代
は る よ

（72歳） 

功績概要  長年にわたり、子ども会育成連絡協議会会長や中学校区青少年健全育

成協議会会長を務め、行政の審議委員を歴任するなど、本市の青少年の

健全育成に貢献。さらに、うるく地域づくり協議会副会長や小禄南小学

校区まちづくり協議会会長を務め、本市の協働によるまちづくりの推進

に貢献。 

 

 

 

 

令和元年度那覇市一般会計歳入歳出決算書及び監査委員意見概要（財

政課） 

那覇市告示第 301 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市一般会

計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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 那覇市監査委員より提出された、令和元年度（2019年度）那覇市一般会計及び特

別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

審査意見 

（１）総合意見 

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に

準拠して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

（本市の経済環境等） 

  本市の経済環境は、令和元年末まで観光業を中心に好調を維持していた。しか

し、令和２年に入ると新型コロナウイルス感染症が中国で爆発的に広がり、瞬く

間に全世界に拡大した。日本では当初、中国や韓国などの感染拡大地からの渡航
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制限を行ったが、欧米からの観光客や海外から帰国した日本人が帰国後に感染が

判明するなど国内でも感染が広がったことから、政府は「緊急事態宣言」による

国民への行動自粛要請を行った。 

これにより、感染者数はいったん減少したが、観光関連を中心に多くの分野の

産業で、収益が悪化している。令和２年７月には県内でも感染者が再度急増した

ため、沖縄県は独自の「緊急事態宣言」を発表し、行動自粛を含めた感染防止対

策を県民等に要請した。 

本市財政においては令和元年度の決算では数値上、前年に続き好調に見えるが、

今後は景気の悪化に伴い市税等の歳入減や、感染症対策及び経済対策による歳出

増が見込まれ、財政悪化が懸念される。 

  このような状況下では、市民生活を守るための効果的な施策の実施が求められ、

その財源確保のためにも、より効率的な財政運営に努める必要がある。 

（決算の状況） 

令和元年度一般会計の決算における実質収支は、37億1,067万円の黒字で、前

年度の実質収支44億5,747万円に比べ７億4,679万円減となっている。 

歳入は、1,570億8,323万円で前年度に比べ100億7,681万円増となっている。こ

れは主に、民生費国庫負担金等の増により国庫支出金が54億6,599万円増、寄附

金が16億9,598万円増、地方交付税が15億3,640万円増、市民税等の市税が14億

5,626万円増となったためである。一方、繰入金が11億8,491万円の減となったほ

か、地方消費税交付金が２億3,618万円の減となっている。 

歳出は、1,509億6,151万円で前年度に比べ98億2,320万円増となっている。こ

れは主に、認定こども園施設型給付費や生活保護費の増等により民生費が56億

3,163万円増、減債基金積立金や新文化芸術発信拠点施設整備事業等の増により

総務費が46億4,963万円の増となったためである。 

また、歳入のうち翌年度へ繰り越すべき財源は24億1,104万円となっており、

前年度に比べ10億40万円増加している。このうち首里城再建復旧・復興支援寄附

金14億8,213万円は、首里城再建復旧・復興に取組む沖縄県等に送金する予定に

なっている。 

土地区画整理事業等、７つの特別会計の実質収支合計額は、12億9,556万円の

黒字で、前年度に比べ黒字額が874万円減少している。これは主に、国民健康保

険事業特別会計の収支が２億743万円増加し、介護保険事業特別会計が２億2,293

万円減少したことによるものである。結果として、一般会計及び特別会計を合わ

せた実質収支は、前年度に比べ７億5,553万円減の50億624万円の黒字となってい

る。 

（財政指標） 

普通会計における財政指標では、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

91.0％で、前年度に比べ1.5ポイント改善している。これは主に、公債費で1.6ポ

イント、人件費で1.0ポイント、補助費等で0.9ポイント減少したことによるもの

であるが、逆に扶助費で1.4ポイント、物件費で0.7ポイント増加している。 

実質公債費比率（平成29年度～令和元年度の平均）は10.4％で、前年度に比べ

1.1ポイント改善している。これは分子となる元利償還金が５億7,405万円減少し

たことなど及び同比率の分母となる標準財政規模が、令和元年度決算において７

億8,483万円増加したことなどが主な要因である。 

同比率は平成25年度以降年々減少しており、令和元年度末市債残高は、1,329

億9,494万円と前年度比で７億1,943万円の減となっているが、臨時財政対策債の
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残高は542億1,931万円で、前年比８億8,587万円の増となっており引き続き同市

債発行の抑制に努められたい。 

（繰越事業） 

令和元年度から翌年度へ繰り越す事業の総額は、一般会計及び特別会計で91億

4,210万円となっており、前年度に比べ１億8,770万円減となっている。これは、

市街地再開発事業特別会計３億5,095万円、介護保険事業特別会計6,864万円がそ

れぞれ増加したものの、一般会計で６億729万円減となったことによるものであ

る。 

（むすび） 

自主財源の根幹である市税の収納率は、平成22年度以降毎年上昇し、令和元年

度決算では98.3％と前年度比0.1ポイントの上昇となっている。特に、市民税は

前年度比６億2,720万円の増収となったほか、固定資産税も５億6,777万円の増収

であった。これは、那覇市を中心とする県内の景気が引き続き好調で、個人所得

の増及び納税義務者数の増並びにホテル、マンション等の大型建築物の増加によ

り調定額が伸びたことによるものと思われる。令和２年度は、景気悪化の影響で

市税収納も厳しくなると思われるが、納税者の状況に留意しつつ、収納率向上の

取組みを維持されたい。 

令和元年10月31日に起きた首里城火災について、その翌日には首里城再建のた

めのクラウドファンディングによる募金を立ち上げ、いち早く復旧・復興に向け

た取組みがされたことは、大いに評価したい。 

環境部が所管する旧最終処分場の浸出水処理については、令和元年７月に市道

鳥堀12号線に整備した本市下水道への接続が完了し、これまで行っていた薬品処

理等経費が削減でき、旧最終処分場維持管理事業全体で約１千万円の歳出削減と

なった。このような経費削減の取組みを今後も続けられたい。 

 

（２）個別意見 

 ア 持株比率の記載について（管財課） 

決算書附属書類「財産に関する調書（５）有価証券」には持株比率の記載が

ない。持株比率は、その会社に対する影響力がわかる資料となることから、記

載項目を設けるなどして持株比率を記載することが望まれる。 

 

 イ 還付金返還金について（納税課） 

還付金返還金は、過誤納により発生した還付金を相手に支払った後、改めて

課税額が修正されたことにより多く支払いすぎた還付金の返還を求めるもの

である。 

当該返還金については、平成30年度歳出予算の過誤納還付金に返還金として

収納（戻入）されているにも関わらず、収入未済として令和元年度に調定して

いる。 

還付金の返還については、業務マニュアル等の整備を行い、適切な事務処理

及び進捗管理に努められたい。 

 

 ウ 概算払いの精算について（商工農水課） 

那覇市プレミアム付商品券事業については、那覇市会計規則第61条第１項第

３号により委託料の概算払を行っている。 

当該事業は当初年度内で終了する予定であったが期限内に終了しないこと
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が判明し、令和２年４月30日まで契約期間を延長したが、年度内に概算払の精

算が行われず、令和２年５月29日に行っている。 

地方自治法施行令第143条第１項第５号の規定によれば、概算払された委託

料は、同一年度内で精算しなければならなかったものである。 

概算払の精算事務に当たっては、関係法令を遵守し、適正な事務処理を行わ

れたい。 

 

エ 適正な債権管理について（こどもみらい課） 

平成30年度決算審査において、保育料等の滞納繰越分未収金に係る未収金額

及び調定額が、同課において保育料を管理するシステムと財務会計システム上

で一致していない状況があり、原因の究明と未収金の正確な把握について意見

をしたところである。 

しかしながら、令和元年度決算時において、不一致の原因が両システムにお

ける保育料等の集計方法が異なる点にあることは判明したものの、未収金額及

び調定額の正確な把握には至っていない。引き続き未収金額等の正確な把握に

努め、適正な債権管理を行われたい。 

 

 

 

 

令和元年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課） 

那覇市告示第 302 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市病院事

業債管理特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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令和元年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃーがん

じゅう課） 

那覇市告示第 303 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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    那 覇 市 公 報    第１７７５号   2020（令和２）年11月２日 

 1429 
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令和元年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国民健

康保険課・特定健診課） 

那覇市告示第 304 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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    那 覇 市 公 報    第１７７５号   2020（令和２）年11月２日 

 1434 
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令和元年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（国民健康

保険課） 

那覇市告示第 305 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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令和元年度那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算書（子育て応援課） 

那覇市告示第 306 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市母子父

子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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令和元年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（まちな

み整備課） 

那覇市告示第 307 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市土地区

画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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令和元年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（まちな

み整備課） 

那覇市告示第 308 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和２年（2020年）９月那覇市議会定例会で認定された令和元年度那覇市市街地

再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７５号   2020（令和２）年11月２日 

 1447 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７５号   2020（令和２）年11月２日 

 1448 
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    那 覇 市 公 報    第１７７５号   2020（令和２）年11月２日 

 1450 

 

公    告 

福祉施設等との随意契約の公表について（公園管理課） 

那覇市公告第 337 号  

令和２年 10 月９日  

掲 示 済  

 

 

福祉施設等との随意契約の公表について 

 

 

那覇市契約規則第 21条第２項の規定により次のとおり公表します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１ 契約締結日 令和２年 10月８日 

 

 

２ 件名、契約相手方の住所、氏名 

① 花壇花卉植栽維持管理業務（その１） 

那覇市字古島 12番地１ ピュアパレス黒潮 101号 

社会福祉法人 伊集の木会  就労支援 いじゅの木 

理事長 黒潮 武嗣 

② 花壇花卉植栽維持管理業務（その２） 

南風原町字宮平 537番地 

社会福祉法人 育成福祉会 理事長 安里 盛一 

③ 花壇花卉植栽維持管理業務（その３） 

与那原町字与那原 2943番地 

社会福祉法人 基督教児童福祉会 愛隣園 

理事長 山代 寛 

④ 花壇花卉植栽維持管理業務（その４） 

うるま市字宇堅 919番地 

社会福祉法人 宇堅福祉会 理事長 比嘉 一信 

 

 

３ 契約金額 

① 花壇花卉植栽維持管理業務（その１）￥2,365,000- 

② 花壇花卉植栽維持管理業務（その２）￥2,713,700- 

③ 花壇花卉植栽維持管理業務（その３）￥2,233,000- 

④ 花壇花卉植栽維持管理業務（その４）￥1,705,000- 
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４ 契約理由 

契約を締結する前に設定した選定基準に該当する福祉施設等から提出された

見積書の結果による。 

 

５ 契約担当課 

  都市みらい部 公園管理課 電話 951－3239 

 

 

 

所有者不明土地（墓地）の所有権申請について（管財課） 

 

那覇市公告第 342 号  

令和２年 10 月 14 日  

掲 示 済  

 

 

所有者不明土地（墓地）の所有権申請について 

 

 

那覇市が管理している下記の所有者不明土地（墓地）について、所有権を申し立

てる者がいるため、公告する。申立人以外に所有権を主張するものがあれば、期日

までに届け出られたい。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

１ 所 在 地  那覇市壺川一丁目 418 番 

 

２ 届出の期日  令和３年４月 14 日 

 

３ 届 出 先  那覇市総務部管財課 
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一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定に関する事項

の縦覧について（建築指導課） 

那覇市公告第 345 号  

令和２年 10 月 15 日  

掲 示 済  

 

 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定に関する事項の縦覧に

ついて 

 

 

建築基準法第 86 条第２項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩

和に係る認定をしたので、同条第６項の規定により公告する。その対象区域、建築

物の位置等の事項を表示した図書を一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 認定番号 

  那覇市指令ま建指第 66-R02認定 003号 

 

２ 認定年月日 

  令和２年 10月 15日 

 

３ 対象区域等の地名地番 

  那覇市高良二丁目 440番 

 

４ 縦覧に供する場所 

  那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所９階 

那覇市役所 まちなみ共創部 建築指導課 
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都市公園の供用開始区域の変更について（公園管理課） 

 

那覇市公告第 358 号  

令和２年 10 月21日  

掲 示 済  

 

 

都市公園の供用開始区域の変更について 

 

 

平成７年７月 21 日付け那覇市公告第 57 号で公告し、平成８年７月 15 日付け那

覇市公告第 59号で追加した弁ヶ岳公園の区域について変更したので都市公園法（昭

和 31年法律第 79号）第２条の２の規定に基づき次のとおり公告する。 

 その関係図書は、公告と同時に那覇市都市みらい部公園管理課において一般の縦

覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

 公園の名称  弁ヶ岳公園 

 公園の位置  那覇市首里鳥堀町５丁目 62の一部、４丁目 121 

    公園の区域  別紙参考図のとおり 
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個人情報業務届出書の公表について（法制契約課） 

 

那覇市公告第 359 号  

令和２年 10 月21日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基

づき、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（法制契約課） 

 

那覇市公告第 360 号  

令和２年 10 月21日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第

８条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的

外利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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令和３・４年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託競争入札参加

資格審査申請について（管財課） 

那覇市公告第 379 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和３・４年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託競争入札参加資格審

査申請について 

 

 

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の５及び第 167条の５の２の

規定により、令和３・４年度の那覇市庁舎等清掃業務委託及び警備業務委託制限付

一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格の審査の申請の時期及び方法に

ついて次のように定めた。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札参加資格審査申請の要件 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の第１項各号のい

ずれかに定める者に該当しないこと。（ただし、被保佐人、被補助人又は

未成年者にあって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。） 

（２）清掃業務にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭

和45年法律第20号）第12条の２に定める県知事の登録を受けていること。 

（３）警備業務にあっては、警備業法（昭和47年法律第117号）第４条に定める

公安委員会の認定を受けていること。 

（４）令和２年11月１日において、清掃業務又は警備業務の営業実績が２年以上

あること。 

（５）沖縄県内に本店があること。 

（６）本市内に本店、支店及び営業所（以下これらを「営業所等」という。）の

いずれかがあること。この場合において、営業所等の要件は、「那覇市庁

舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営業所等認

定基準」（平成23年12月５日総務部長決裁）に定めるところによる。 

（７）従業員数（清掃業務にあっては清掃員数、警備業務にあっては警備員数）

が５人以上であること。 

（８）本市の市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。ただし、

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納税が困難となってい

る場合は、徴収の猶予をうけていること。 

（９）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度に加入していること。 

（10）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（11）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（12）経営及び信用の状況が良好であること。 

（13）清掃員又は警備員の制服制度があること。 

（14）那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第１号）第２条第１号の暴
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力団又は同条第２号の暴力団員に該当しておらず、又はこれらと関係して

いないこと。 

（15）その他市長が必要と認める要件を満たしていること。 

 

※「官公需適格組合(以下「組合」という。)」として証明を受けた者からの申請も

できます。組合での申請については、（４）及び（７）の要件に代えて、中小企

業庁発行の官公需適格組合証明書を添付すること。 

 

２ 申請書類（本市様式）の配布 

（１）配布期間 令和２年 11月２日（月）～令和２年 11月 30日（月） 

（２）配布方法 本市ホームページからダウンロード 

 

３ 申請方法 

（１）申請方法  「郵送」による 

※郵送方法は、特に本市から指定はありません。（書留類・レターパック・

宅配便など利用可） 

（２）受付期間 令和２年 11月 16日（月）～令和２年 11月 30日（月） 

（11月 30日消印有効） 

（３）送付先・問い合わせ先 

〒900－8585 

沖縄県那覇市泉崎１－１－１ 

那覇市役所総務部管財課 庁舎管理グループ 

電話番号 098－862－9904（直通） 

 

４ 入札参加資格の有効期間 

令和３年３月１日～令和５年２月末日まで（２年間） 

 

 

令和３年度那覇市物品購入等入札参加資格審査申請（追加申請）につ

いて（法制契約課） 

那覇市公告第 380 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

令和３年度那覇市物品購入等入札参加資格審査申請（追加申請）について 

 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項（同施行令第167条

の11第２項において準用する場合を含む）の規定により、令和３年度において、那

覇市が発注する物品の購入、売り払い、製造等の競争入札に参加する者に必要な資

格並びに資格審査の申請時期及び方法について次のように定めた。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

http://srb4.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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１ 入札参加資格審査申請の要件 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号のい

ずれかに定める者に該当しないこと。（ただし、被保佐人、被補助人又は

未成年者にあって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。） 

（２）営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等

を有していること。  

（３）令和２年 11 月１日において引き続き２年以上同種の営業を営んでおり、

かつ、入札時において引き続き営業していること。 

（４）市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 

（５）代表者、役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のアからウまで

の全ての要件に該当すること。 

ア 暴力団（那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。以下「暴

排条例」という。）第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ。）の関係者

又は暴力団員（暴排条例第２条第２号の暴力団員をいう。以下同じ。）で

ないこと。 

イ 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。 

ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

※「官公需適格組合」として、証明を受けた者からの申請もできます。 

 

２ 申請書類（本市様式）の配布 

（１）配布期間  令和２年 11月２日（月）～令和２年 11月 30日（月） 

 

（２）配布方法  本市ホームページからダウンロード 
 

３ 申請方法 

（１）申請方法   原則として「郵送」による 

※郵送方法は、特に本市から指定はありません。（書留類・レターパック・

宅配便など利用可） 

 

（２）受付期間      令和２年 11月 16日（月）～令和２年 11月 30日（月） 

（11月 30日消印有効） 

（３）送付先・問い合わせ先 

〒900－8585 

沖縄県那覇市泉崎１－１－１ 

那覇市役所総務部法制契約課 物品契約グループ 

電話番号 098－951－3253（直通） 

 

４ 入札参加資格の有効期間 

令和３年４月 1日～令和４年３月 31日（１年間） 
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市有地貸付に係る制限付一般競争入札について（市営住宅課） 

 

那覇市公告第 381 号  

令和２年 11 月２日  

 

 

市有地貸付に係る制限付一般競争入札について 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定に基づき、次のと

おり公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）内  容：市有地の貸付 

（２）貸付方法：借地借家法第 23条第２項に基づく借地権設定契約 

（３）所在地番：那覇市宇栄原四丁目 869番 17 

（４）地  目：宅地 

（５）面  積：509.25㎡ 

（６）落札方式：制限付一般競争入札 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）応募書類の審査を行った後、入札参加資格を得たもの。 

（２）以下のいずれかに該当する者又は団体は入札に参加できない。 

ア 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者又は団体。 

イ 会社更生法に基づく更正手続き開始の申し立て、若しくは民事再生法に

基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者。 

ウ 市町村税、国保税等を滞納している者。 

エ 貸付物件を反社会活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に

使用しようとする者。 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号の暴力団員又は同条第２号の暴力団若しくは同条第６

号の暴力団員と密接な関係を有する者。（法人の場合は、その役員もし

くは役員予定者も含む） 

 

３ 募集要項の配布、応募及び入札申込受付期間に関する事項 

（１）入札の実施は、応募書類の審査を行った後、入札参加資格を得たものに対

して行います。応募方法等については「宇栄原市営住宅用地貸付事業（事業

用定期借地）募集要項」（以下、募集要項）を参照ください。募集要項、応

募書類等は、市ホームページに掲載し、ダウンロード配布します。 
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（２）応募書類受付期間 

令和２年 11月２日（月）～令和２年 11月 27日（金） 

午前９時～正午、午後１時～午後５時 

※コロナ感染症予防対策として、郵送（書留）での提出を推奨します。 

※書留郵便による提出についても令和２年 11月 27日（金）必着とします。 

（３）入札参加申込書受付期間 

令和３年１月８日（金）～令和３年１月 19日（火） 

午前９時～正午、午後１時～午後５時 

※コロナ感染症予防対策として、郵送（書留）での提出を推奨します。 

※書留郵便による提出についても令和３年１月 19日（火）必着とします。 

（４）応募書類及び入札参加申込書の受付場所 

    那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎８階 

    那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課 企画Ｇ 

 

４ 入札の日時及び場所 

（１）日 時：令和３年１月 22日（金） 

 午後２時   受付開始 

 午後２時 15分 事前説明開始 

 午後２時 30分 入札開始 

（２）場 所：那覇市役所本庁舎８階 801会議室 

         ※本庁舎駐車場は有料となっておりますので、なるべく公共交通

機関をご利用ください。 

 

５ 入札保証金に関する事項 

（１）入札保証金は現金による納付とします。 

（２）入札保証金の額は、入札金額の 100分の５以上に相当する額とします。 

（３）入札保証金納付期間 

令和３年１月８日（金）～令和３年１月 19日（火） 

午前９時～正午、午後１時～午後３時 

（４）入札保証金納付書の申請・交付場所 

    那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎８階 

    那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課 企画Ｇ 

 

６ 入札の無効 

（１）入札参加資格のない者のした入札 

（２）同一事項について２通以上した入札 

（３）他人の代理を兼ね又は２人以上の代理をしてなした入札 

（４）連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

（５）入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない

入札又はその額が所定の額に達していない入札 

（６）入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが明か

でない入札 

（７）その他入札に関する条件に違反した入札 
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７ 予定価格（最低貸付料） 

 1,411,200 円／年 

 ※落札価格は、最低貸付料以上の最高入札価格とします。 

 

８ その他 

その他詳細については、募集要項によります。 

 

 

【お問い合わせ先】 

那覇市 まちなみ共創部 市営住宅課 企画Ｇ 

電話：（代表）098－862－0111（内 2292） 

（直通）098－951－3262 

 

 

 

 

 

消防局訓令 

那覇市消防警防規程の全部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第 17号  

令 和 ２ 年 1 0 月 ８ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防警防規程の全部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

局長  島  袋  弘  樹  
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消防局告示 

 

消防法に基づく命令の告示 

那覇市消防局告示第４号  

令 和 ２ 年 1 0 月 ９ 日  

掲 示 済  

 

 

消防法第17条第４項の規定に基づき、次のように公示する。 

 

 

那覇市西消防署長  

 

 

公 示 書 

 

防火対象物の所在地   那覇市鏡原町26番23号 

防火対象物の名称    上原アパートＡ・Ｂ 

命令を受けた者の氏名  上原 幸雄 

 

上記防火対象物は、消防法第17条第１項違反と認めるので、消防法第17条の４第

１項の規定に基づき、下記のとおり命令した。 

 

記 

 

１ 命令事項  

（１）令和３年１月31日までに､防火対象物全体に自動火災報知設備を設置するこ

と。（消防法第17条第１項、消防法施行令第21条第１項第３号イ） 

 

（２）令和３年１月31日までに、１階飲食店部分に誘導灯を基準法令に適合する

ように設置すること。（消防法第17条第１項、消防法施行令第26条、消防法施行

規則第28条の３） 

 

 ２ 命令年月日 

   令和２年 10月８日 
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上下水道局規程 

那覇市上下水道局契約事務規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第 15 号  

令 和 年 1 0 月 2 0 日  

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局契約事務規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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上下水道局告示 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 25 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 2 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第16条第３項の届け出により、次のとおり指定工事店の指定を

取り消したので、那覇市排水設備指定工事店規程第10条に基づき告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 488 号 

      指定工事店名    株式会社あおぞら産業 

      営業所所在地    沖縄県那覇市松島１丁目 23番 11号 

代表者氏名     比嘉 弘典 

取消日       令和２年10月５日 

取消理由      下水道排水設備部門の廃止 
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那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

那覇市上下水道局告示第 26 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 2 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第16条第３項の届け出により、次のとおり指定工事店の指定を

取り消したので、那覇市排水設備指定工事店規程第10条に基づき告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 478 号 

      指定工事店名    有限会社本田装建 

      営業所所在地    沖縄県那覇市山下町１番 11号 

代表者氏名     與那覇 寛榮 

取消日       令和２年10月５日 

      取消理由      責任技術者証の有効期限が切れ、 

          代わりの技術者がいないため。 

 

指定（登録）番号  第 495 号 

      指定工事店名    株式会社ＫＯＣＨＩＤＥＮ 

      営業所所在地    沖縄県那覇市辻二丁目６番８号６Ｆ 

代表者氏名     知念 孝路 

取消日       令和２年10月５日 

取消理由      専属責任技術者退社の為 
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那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市上下水道局告示第 27 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 2 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

那覇市下水道条例第11条に基づき、次のとおり新規に指定したので、那覇市排水

設備指定工事店規程第10条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 528 号 

      指定工事店名    志設備 

      営業所所在地    沖縄県糸満市字潮平 711－41 

代表者氏名     金城 清志 

有効期間      自 令和２年９月28日 

                至 令和７年３月31日 
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那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市上下水道局告示第 28 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 9 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

那覇市下水道条例第11条に基づき、次のとおり新規に指定したので、那覇市排水

設備指定工事店規程第10条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 529 号 

      指定工事店名    株式会社東都企画 

      営業所所在地    沖縄県那覇市安謝一丁目 18番５号 

代表者氏名     安里 豊 

有効期間      自 令和２年10月６日 

                至 令和７年３月31日 

 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業の休止について 

 

那覇市上下水道局告示第 29 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 9 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業の休止について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第10条第１項第３号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新について 

那覇市上下水道局告示第 30 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 1 9 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第10条第１項第２号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市上下水道局告示第 31 号  

令 和 ２ 年 1 0 月 2 0 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市下水道条例第16条に基づき次のとおり異動があるので、那覇市排水設備指

定工事店規程第10条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 12 号 

      指定工事店名    桐和空調設備株式会社 

      営業所所在地    沖縄県那覇市曙一丁目８番１号 

代表者氏名     新垣 光博 

有効期間      自 平成28年４月１日 

                至 令和３年３月31日 

      異動年月日     令和２年10月13日 

      異動事由      代表者の変更 

 

 

 

 

 

 

 


